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佐倉市公共施設包括管理業務委託 仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

  佐倉市公共施設包括管理業務委託 

 

２ 委託業務の場所 

  佐倉市役所外（対象施設 別紙１のとおり） 

 

３ 業務期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日 

 

４ 事前の準備 

(1)事前準備期間 

 事前準備期間(優先交渉権者決定～令和６年３月３１日)に優先交渉権者は、佐倉

市（以下「本市」という。）と準備協議を行うものとする。優先交渉権者は各準備

作業について、その進捗状況を報告するとともに、協議後速やかに議事録を作成

し、本市に提出すること。 

(2)業務準備計画書の作成 

 優先交渉権者は事前の準備作業について、作業内容の詳細及びスケジュール等を

定め、業務準備計画書及び業務体制図を事前に提出すること。 

(3)業務計画書の作成 

 優先交渉権者は、実施体制、緊急連絡先、作業工程表等業務の運営に必要な業務

設計を行い、業務計画書としてまとめること。 

 なお、優先交渉権者は、プロポーザルにおいて提案した提案書の内容について、

必要に応じて、変更を行った上で、業務計画書に盛り込むこと。 
 

５ 委託料等 

(1)委託料 

 ア 受注者が実施する業務が要求水準を満たしていないことを確認したときに

は、委託料を減額する場合がある。 

 イ 各年度、施設の増減等に伴い業務の変更がある場合は、本市と協議の上見直

しを行うこと。 

 ウ 実施しなかった業務が発生したとき、協議の上、本市に委託料を減額する場

合がある。 

(2)マネジメント経費 

 委託料にはマネジメント経費を含む。ただし、業務が本市の要求する水準を満た

していないことを確認したとき、減額する場合がある。 

(3)修繕業務費 

 本業務には、上記(1)、(2)の費用のほか修繕業務に要する経費が必要となるが、

修繕業務の発注代行に要する経費については、マネジメント経費の範囲内とする。 

  



2 
 

６ 業務の目的 

 本業務は、本市が所管する公共施設における設備の保守管理等の業務や一部施設

の修繕等について、包括的に委託することにより、業務の効率化、施設の維持管理

に係る質の向上と維持修繕工事の優先度付のための点検データの集積を主な目的と

する。 

 

７ 業務委託の注意事項 

(1)権利事項 

 本業務により得られた全ての成果品等の所有権、著作権及び利用権等の一切の権

限は、本市に帰属するものとする。 

(2)守秘義務 

 受注者は、本業務の履行に当たり知り得たいかなる事項も他に漏らしてはならな

い。 

(3)業務遂行に関する事項 

 ア 受注者は、本業務を遂行するにあたり、関係法令、委託契約書及び本仕様書

を遵守するとともに、本市の指示に従って誠実に業務を履行すること。 

 イ 本業務を円滑に遂行するため、本市と受注者は協議を綿密に行うとともに、

受注者は本業務の内容に不明な事項が生じた場合には、速やかに本市と協議を

行うこと。 

 ウ 受注者は、本業務に関し適正な人員を配置するとともに、「業務主任担当

者」を１名置くものとし、その者が一義的に受注業務全般の進行管理及び上記

協議事項が発生した場合の対応を行うものとする。 

 エ 受注者は、受注後速やかに、改めて詳細な業務計画を提出すること。 

(4)再委託に関する事項 

 ア 受注者は本業務の一部について協力会社等へ再委託を行う場合は、あらかじ

め書面によりその旨を本市に申請し、承諾を得なければならない。なお、本業

務の全部を一括して、又は主たる部分を一括して再委託してはならない。 

 イ 受注者は再委託先事業者名、再委託の内容、再委託先の管理方法などを具体

的に記載した文書を本市に提出すること。 

 ウ 再委託先の行為については、受注者が一切の責任を負うものとし、受注者の

義務とされている事項につきその責めを免れないものとする。 

 エ 再委託先からの委託は原則認めない。やむを得ず実施する場合は、法令順守

のもと、適切な管理を行い、再委託に関する事項を準用するものとし、あらか

じめ書面によりその旨を本市に申請し、承諾を得なければならない。 
 

(5)市内事業者の活用 

 受注者は本業務の実施にあたり、市内事業者(佐倉市内に本店、支店を有する業

者)を最大限に活用し、原則として現行の水準を下回らないようにすること。 

※令和５年度４月時点の市内事業者再委託率 １３％程度 
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第１章 一般事項 

 

１ 一般事項 

 受注者は、施設管理・保守点検業務を的確に行うため、総合的な管理について責

任を持って自主的、計画的かつ積極的に行う。 

 受注業務の履行確認は、原則、報告書等の文書によるが、協議により電子データ

での提出も可とする。なお、必要に応じて、写真等の提出を行う。 

 本業務の実施により生じた撤去品の取扱いについては、施設管理担当者の指示に

従う。廃材及び廃油等の処分は、受注者の負担とし、適正に処分すること。 

 

２ 対象施設等 

 対象施設は、別紙１のとおりとする。保守点検等に係る対象業務は、第４章 特記

仕様書及び別紙２～１８のとおりとする。 

 

３ 用語の定義 

（１）「事業担当者」とは、当該事業全体の履行に係る業務を担当する資産経営課職

員をいう。 

（２）「施設管理担当者」とは、対象施設の管理を所管する担当課等において、施設

設備管理等の業務を担当する職員をいう。 

（３）「業務主任担当者」とは、当該業務に関し、主として指揮監督を行い、業務履

行について業務内容の管理をつかさどる者で以下の者をいう。 

・事業所（本社、支店等）在籍年数が申請時まで継続して３年以上経過してい

ること。 

・施設維持管理業務について管理的立場での経験が概ね３年以上の実務経験を

有する又はビルメンテナンス等を行う責任者として５年以上の実務経験を有す

ること。 

・マネジメント能力およびコミュニケーション能力を有すること。 

・契約期間中、原則専任出来ること。ただし、協議の上でやむを得ないと認め

られる場合は、変更可とする。 

なお、業務主任担当者は、自ら業務を行うことができる。 

（４）「業務担当者」とは、業務主任担当者の監督の下、作業に従事する者（再委託

先を含む）で、関係法令及び仕様書に定められた資格を有する者をいう。 

（５）「作業員」とは、業務主任担当者及び業務担当者の補佐的作業に従事する者

（再委託先を含む）をいう。業務に支障のない範囲において、一人で複数施設

を担当することを妨げない。 

 

４ 受注者の負担の範囲 

（１）業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、本市が

負担する。ただし、特記事項に記載がある場合に限り受注者の負担とする。 

（２）業務に必要な工具及び計測機器等の機材並びに消耗部品、材料及び油脂等の

資機材は、受注者の負担とする。なお、施設に設置されている資機材で、本市

が使用を認めた場合は、その限りではない。 
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（３）受注者が使用する事務機器及び情報機器の増設等を行う場合等は、本市の承

諾を得て、受注者の負担で設置すること。 

（４）受注者が、施設において電話、ファクス又はインターネットを利用する場

合、それらの通信に要する環境の整備費用及び使用料は受注者の負担とする。 

 

５ 関係法令の遵守等 

（１）受注者は、業務の実施にあたり、関係法令及び諸規則に基づいて実施する。 

（２）受注者は、法令等が改正された場合は、遅滞なく当該業務の見直しを行い、

その結果について、本市に報告する。 

（３）業務上必要となる官公庁、その他関係機関への手続きは、受注者が行い、そ

れに係る費用は、受注者の負担とする。 

（４）受注者は、原則として、関係法令に基づく立入検査に立ち会うものとする。 

（５）契約締結後において、受注者に契約締結前の募集要領「15 失格」（２）から

（４）に該当する行為が判明した場合は、本市は契約を解除できるものとす

る。 

 

６ 資料の貸与 

 施設の概要を把握するために必要となる図面、その他資料について、受注者か

ら貸与の申出があった場合、本市は、施設管理上支障のない範囲において資料を

貸与する。  

 

７ 業務体制、人員配置等 

（１）受注者は、施設ごとに各業務の担当者等を記載した担当者名簿を作成し、事

業担当者及び施設管理担当者に提出するものとする。なお、業務に支障をきた

さない範囲において、業務担当者等が複数の施設及び業務を担当することを妨

げない。 

（２）受注者が本業務の一部について協力会社等へ再委託を行う場合は、再委託の

内容、再委託先及び業務実施に必要となる業の許可等について、あらかじめ事

業担当者及び施設管理担当者に書面により提出し、承諾を得なければならな

い。なお、再委託に係る契約締結後に、契約書の写し等を事業担当者及び施設

管理担当者に提出すること。 

   また、再委託先の変更がある場合も同様とし、再委託先間での業務の引継ぎ

を実施すること。それに係る費用は、受注者の負担とする。 

 

８ 軽易な作業 

 「軽易な作業」とは、消耗部品等の簡易な部材を用いて補修を行うことにより、

当面の間、破損又は故障した施設及び機器の機能を維持するための次の作業をい

う。 

 なお、この作業に要する消耗品費及び労務費は委託料に含む。 

① 汚れ、詰まり、付着等がある箇所または部品の清掃 

② 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

③ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め 
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④ 潤滑油、グリス、充填油等の補充 

⑤ 接触部分、回転部分等への注油 

⑥ 軽微な損傷がある部分の補修（交換部品を除く） 

⑦ 塗装（タッチペイント程度） 

⑧ 給排水設備に関連するパッキンの交換 

⑨ 屋上の排水溝周りの清掃、防水層の簡易補修 

⑩ その他これらに類する軽易な作業に必要なもの 

 

９ 機能回復作業 

 「機能回復作業」とは、この仕様書では市において原材料等を支給し、意匠性や

美観は考慮せず、損なわれている機能を回復させることを主とする作業をい

う。 
①  受注者は、本作業に必要な原材料等を施設管理担当者へ提案する。 
②  対象施設の管理を所管する担当課等において原材料等を用意し、受注者が実施

する。 

 

１０ 応急措置等 

（１）受注者は全ての設備等において、破損又は故障箇所を確認した場合は、速や

かに施設管理担当者に連絡するとともに、応急措置を施すものとする。 

（２）簡易な部材を用いて補修を行うことにより、当面の間、破損又は故障した施

設及び機器の機能が維持できる場合は、施設管理担当者に報告の上、受注者の

負担で補修する。ただし、部品等の取替等を行う必要がある場合は、施設管理

担当者に口頭により報告し、指示を仰ぐこと。 

（３）受注者は、上記（１）、（２）で行った措置の結果について、速やかに施設管

理担当者に報告すること。 

 

１１ 不具合等への対応 

（１）受注者は、業務の対象となる建物及び設備の不具合について、本市からの連

絡を受けた場合は、速やかに作業員等を現地に派遣する。 

（２）受注者において、設備に発生した不具合の原因が特定できない場合は、原則

として、速やかにメーカーから作業員等を派遣させなければならない。この場

合、メーカー作業員等の派遣に伴う費用は、受注者の負担とする。 

（３）受注者は、設備等の故障が生じたときに、本市からの連絡を受け付ける窓口

を設置するとともに、２４時間３６５日緊急対応が可能な体制を整備する。な

お、体制整備に伴う費用は受注者の負担とする。 

（４）災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置を

とるとともに、二次災害の防止に努めること。なお、経緯等については、対応

後に本市に報告するものとする。 

（５）大規模災害発生時における業務継続体制を構築すること。 

 

１２ 修繕業務 

（１）受注者は市役所庁舎、保育園について、不具合通報への対応や施設巡回業務
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及び保守点検の実施等により把握した破損又は故障等の不具合箇所について、

修繕業務を実施するものとする。 

（２）受注者は、修繕業務が３０万円（税込）未満となる場合は本市との協議によ

り発注・施工し、３０万円（税込）以上となる場合は、修繕関係書類及び提案

書を本市に提出し、事前に承諾を得ること。 

   ただし、金額にかかわらず、緊急に修繕を行う必要があると受注者が判断し

た場合は、電話等で本市に連絡し、本市からの指示により、直ちに修繕業務を

実施するものとする。この場合、修繕関係書類等は事後に提出するものとす

る。 

（３）修繕関係書類は下記の①～④の書類を物件毎にまとめたものとする。 

①施設名（件名） 

②修繕内容 

③見積書（３０万円（税込）未満は１社、３０万円（税込）以上は２社以上、徴収

すること） 

④当該箇所の修繕前後の写真（修繕の実施状況が判る写真） 

※提出時は見積先、発注先のリストをまとめた表を付して提出すること。 

⑤その他、必要な書類（仕様書、完成図書など含む） 

（４）上記の修繕業務の業務内容については、本市と受注者が協議の上、変更する

場合がある。 

（５）修繕に関する費用については、実績を基に過不足金額を精算する。 

 

１３ 業務計画書 

業務計画書には、下記事項を記載するものとする。 

（１）実施体制、緊急時連絡先 

（２）工程表 

（３）業務主任担当者及び業務担当者の氏名、資格等（資格者証等確認書類の写し

を添付） 

（４）関係法令等 

（５）その他、必要な事項 

 

１４ 作業計画書 

（１）受注者は、各施設において実施する個別の業務について作業計画書を作成

し、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受けるものとする。ただし、軽易な

作業等の場合において、施設管理担当者の承諾を得た場合は、作業計画書の作

成を省略することができる。 

（２）作業日程は、施設管理担当者と協議の上決定し、原則として、実施予定日の

５営業日前までに作業計画書を施設管理担当者に提出する。なお、作業日程に

は土日、休日を含む。 

 

１５ 報告書等 

受注者が本市に提出する報告書等については、関係法令等で定めがあるもの、

特記仕様書によるもの及び本市が指示するもののほか、次の書類を提出する。 
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 なお、定期での提出のほか、事業担当者からの提供の求めに都度応じるものと

する。 

（１）作業完了報告書、不良箇所報告書、応急措置作業報告書（随時） 

施設ごとに、対象箇所の位置や状況が分かる図面や写真等を添付し、施設管理

担当者に提出する。 

ア 作業完了報告書 

施設における個別業務の作業終了時に、施設管理担当者の確認を受け提出

する。 

イ 不良箇所報告書 

点検等の結果、早急に修理等の対応が必要と認められるものについて、不

良箇所、内容及び修繕等に係る費用の概算等を記載する。 

   ウ 応急措置作業報告書 

応急措置及び修繕等を行った場合に、施設管理担当者に提出する。必要に

応じて、今後必要となる修繕等の見込みについて記載する。なお、軽易な修

繕等については、施設管理担当者の承諾の上、口頭による報告とすることが

できる。 

（２）業務報告書、不良箇所管理表（月間）、保守点検結果報告書 

施設ごとに作成し、原則として、作業等実施月の翌月１５日までに（提出日が

土、日、休日の場合は翌営業日）、事業担当者及び施設管理担当者に提出する。 

ア 業務報告書（月間） 

作業内容と結果を月ごとにとりまとめ、当月の作業完了報告書、応急措置

作業報告書等を添付する。保守点検結果報告書の様式は、原則として、国土

交通省大臣官房庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引き（最新

版）」に準拠する。 

   イ 不良箇所管理表 

各施設の不良箇所と内容、緊急度、修繕等の期限（目安）及び修繕費用の

概算等を一覧表に記載し、不良箇所の位置や状況を示す図面や写真等を添付

する。なお、業務期間中における不良箇所や対応経緯等を継続的に把握する

ため、同じ個所について複数年にわたる指摘の履歴や対応結果等も含めてデ

ータ更新を行うものとする。 

   ウ 保守点検結果報告書 

    点検結果報告書を月ごとにとりまとめ、点検実施月の翌月１５日までに

（提出日が土、日、休日の場合は翌営業日）、事業担当者及び施設管理担当者

に提出する。 

（３）業務報告書（年間） 

施設ごとに作成し、事業担当者及び施設管理担当者に提出する。報告書には、

施設ごとに経費の内訳を記載するものとする。 

（４）緊急対応報告書（随時） 

緊急対応の内容及び結果等について、そのすべてを対応終了後に事業担当者及

び施設管理担当者に提出する。 
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〔主な書類の提出先等〕 

 

 

１６ 設備データ等の管理・提供及び支援 

  受注者は、対象施設の建物及び設備において、本市の公共施設マネジメントシ

ステムで利用する設備の管理状況等に係るデータの提供を行う。データの形式

等、詳細については協議により決定する。 

 

１７ 管理情報の共有 

  本業務で作成する情報は電子化するものとし、電子化した情報には、１５ 報

告書等に記述した各種文書等を含むものとする。電子化した各種文書のファイル

形式や提出方法や電子データの仕様は本市と協議の上定めるものとする。電子デ

ータの仕様については、特定非営利活動法人日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会が公開して

いる共通データ仕様(https://ppp-database.org/)を参考に、本市のデジタル化の

推進に貢献できるようにすること。 

 

１８ 契約終了後の業務の引継ぎ 

（１）受注者は本契約が終了した場合（契約解除により契約が終了した場合を含

む。以下同じ。）は、本業務に関し、供用を受けた施設、機器、資料等を遅滞

なく、本市に返還しなければならない。なお、供用を受けたものについて、滅

失・損傷等が生じた場合は、受注者は、その損害を賠償するとともに、施設に

ついては、受注者の負担において原状に回復するものとする。 

（２）本業務を他の者に引き継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継期間を設

け、次期受注者が円滑に業務を行えるよう十分な引継ぎを行うこと。その際、

本市および次期受注者からの資料等の請求は、受注者の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあると本市が認めた場合を除き、すべて応じ

るものとする。 

（３）次期受注者から、業務引継ぎに係る端末操作研修などの依頼があった場合

種別 提出時期 提出先 

業務計画書 

再委託業務一覧 
業務開始前３０日まで 事業担当者 

作業完了報告書 

随時 施設管理担当者 不良箇所報告書 

応急措置作業報告書 

業務報告書（月間） 
作業実施月の翌月１５日以

内 事業担当者 

施設管理担当者 

不良箇所管理表 

保守点検結果報告書 

業務報告書（年間） 原則として、当該年度末 

緊急対応報告書 随時 
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は、受注者と次期受注者が協議を行い、合理的な範囲で、事務計画を立案し、

業務に支障をきたさないよう責任をもって対応すること。 

   また、契約終了時に受注者が処理途中であるものが発生した場合は、事務の

種類やその状態を明確にし、次期受注者が速やかに業務を遂行できるようにす

ること。 

   なお、本市が引継ぎ未完了と認めた場合は、契約終了後であっても無償で引

継ぎを行うこと。本市は、受注者が上記の規定に違反し損害が生じた場合に

は、受注者に対しその損害額の賠償を求めることができる。 

（４）本市は、受注者が本業務の継続的な遂行が困難となったことを理由に契約を

解除した場合で、当該解除の時点において成果物などが本市に業務引継ぎができ

る状態に至っていないときは、受注者に対して、当該成果物などの引渡しに代

えて、損害の賠償を求めることができる。 

 

１９ 委託料の支払方法及び計算方法 ※第３章 モニタリング参照 

（１）支払方法 

ア 本業務にかかる委託料の支払いは、均等分割による検査後払いとする。 

イ 支払回数及び時期（各月払い、四半期払いなど）については受注者と協議の

上、定める。 

ウ 委託料のうち、マネジメント経費を基礎部分(９０％)と補正部分(１０％)に区

分する。 

  委託料のうち、マネジメント経費は、基礎部分より支払う。補正部分（１

０％）のマネジメント経費は、当該年度の実績(減点ポイント数)をもとに決定(計

算式は下記のとおり)し、各年度末に支払う。加点ポイントは、減点ポイントと相

殺することができるが、加点ポイントによる委託料の増額は行わない。 

（２）計算方法 

月払い（の場合） マネジメント経費×９０％÷１２月 

四半期（の場合） マネジメント経費×９０％÷４半期 

各年度末 上記の額＋(年間マネジメント経費×１０％×補正率) 

 

減点ポイントの合計 補正率 

減点ポイントなし １００％ 

１ポイント ９０％ 

２ポイント ７５％ 

３ポイント ５０％ 

４ポイント ２５％ 

５ポイント以上 ０％ 

 

２０ その他業務 

  受注者は、企画提案書にて提案のあった以下の業務その他提案業務を、本市の

求めに応じ実施するものとする。なお、具体的な実施内容、回数、日程等は、協

議により決定する。 



10 
 

第２章 作業一般事項 

 

１ 作業の打合せ 

受注者は、仕様書による作業の周期や実施時期に基づき、作業日程や内容等に

ついて、施設管理担当者と事前に十分な打合せを行い、施設管理担当者の承諾を

得て作業を実施する。 

 

２ 作業の周知 

受注者は、作業の実施にあたり、施設の機能の一部又は全部の停止が必要とな

る等、施設の運営に大きな影響を与える場合は、事前に施設管理担当者に連絡す

る。 

 

３ 作業中の標識等 

受注者は、作業の実施にあたっては、標識の掲示等により、要所に作業中であ

ることを周知するとともに、必要に応じて防護策を講じ、安全を確保するものと

する。 

 

４ 車両の駐車 

受注者が、作業用の車両を敷地内に駐車する場合は、あらかじめ施設管理担当

者の承諾を受け、作業用車両であることを表示する。 

 

５ 作業員等の服装 

作業中は、原則として腕章又は胸章を着用する。 

 

６ 事故防止、安全及び衛生 

（１）受注者は、作業に当たり、火災、盗難、事故の防止に心掛ける。 

（２）受注者は、作業員等の労働安全衛生に関する労務管理について、関係法令に

従って行う。 

 

７ 損害防止措置 

受注者は、作業に当たっては、職員及び利用者等、建物、機械設備、車両、備

品等について、危害又は損害を与えないように十分留意する。 

 

８ 仮設、養生 

業務を行う際に使用する仮設材及び養生材等は、受注者の負担とする。 

 

９ 清掃等 

受注者は、常に資機材、その他の物品等の整理整頓に心掛け、作業終了後は速

やかに後片付け及び清掃を行うものとする。また、電気室、機械室等の設備室及

び受注者が使用する居室等については、整理整頓及びはき掃除等の清掃を行う。 
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10 居室等の利用 

業務の全体管理及び市役所庁舎管理に係る業務の実施にあたり、市役所庁舎１

号館地下の執務スペース（約７㎡）の利用を可とする。その他の施設について

は、特記事項の記載による。 

なお、光熱水費等の負担については、「第１章 一般事項 ４．受注者の負担の

範囲」のとおりとする。 

 

11 産業廃棄物等 

（１）業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、特記事項に記載されているもの

を除き、原則として、受注者の負担とする。 

（２）業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、マニフェスト交付を経て適正に

処理するものとする。 

  

12 疑義の決定 

仕様書に定められた内容に疑義を生じたとき又は仕様書に定めのない事項につ

いては、本市と受注者との協議のうえ定めるものとする。 
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第３章 モニタリング 

 

１ 受注者が実施する本業務に対し、サービスの質、精度の維持・向上のため、モ

ニタリングを実施する。ただし、モニタリングの方法についての詳細は、受注者

によるサービスの提供の方法に依存するため、本契約の締結後に策定するモニタ

リング計画書において定める。本業務の委託料は、モニタリングの結果に連動し

た契約金額を支払うものとする。 

 

種類 本市 受注者 

①定期モニタ

リング 

（毎月 

／毎四半期 

／毎年） 

 

・受注者が提出する業務報告

書、不良箇所管理表に基づ

き、業務計画書に合致した業

務が実施されているか、モニ

タリングを行う。 

・受注者は、業務計画書と実際の

実施状況や達成度、その成果等に

ついて検証を行い、自己評価を実

施する。 

・受注者は自己評価の結果につい

て、個別業務ごとに報告書(毎月)

を作成し、本市に提出する。 

・受注者は、本市がモニタリング

を実施するに際して、最大限の協

力を行う。 

・本市及び受注者が出席する定例会議を概ね月１回開催し、モニ

タリング等の結果を報告するとともに利用者、市民等からの苦情

等の発生の原因について検討及び意見交換等を行う。 

②随時モニタ 

リング 

・必要性が認められるとき

（利用者、市民等からのクレ

ームがあった場合や業務改善

勧告を行った場合の確認等及

び緊急時等） 

・随時モニタリングにおいて

は、施設・設備の巡回、業務

監視、受注者に対しての説明

の要求及び立会い等を行い、

受注者の業務実施計画を確認

する。 

・受注者は、左記の事項の説明及

び確認の実施にあたり、本市に対

して最大限の協力を行う。 

 

２ 定例会議の開催 

 本業務の円滑な実施を図るため、本市と受注者で定例会議を定期（概ね月１回）

に開催するものとする。なお、受注者により議事録を作成し会議後速やかに提出す

ること。 

 また、年度末においては、必要に応じて次年度の設定項目やその達成度、測定方

法等の見直し・変更を行う。なお、業務運営開始当初など必要な場合は、月次にこ

だわらず会議の頻度を上げて開催するものとし、開催方法や時間帯は、本市と受注
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者が協議し設定することとする。 

 

３ モニタリングの結果、業務が要求水準を満たしていないと判断した場合には、

以下の措置を行う。 

（１）業務要求水準の未達成の基準 

 要求水準を満たしていない場合とは、次に示す状態と同等の事態のことをいう。 

ア 利用者が施設・設備を利用する上で明らかに重大な支障がある場合(以下「重大

な事象」という。) 

イ 利用者が施設・設備を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠

く場合(以下「重大な事象以外の事象」という。) 

 

業務 水準未達成の例 

全般 ・故意による本件業務の放棄 

・合理的な指導や指示に従わない 

・安全措置の不備による人身事故の発生 

・本件施設・設備の全部が利用できない 

・重要な什器備品(鍵等)、帳簿類等の紛失、破棄 

・重大な内容の虚偽報告、故意又は重大な過失による虚偽報告 

・個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損 

・水準未達成の状態の長期にわたる放置 

維持管理業務 ・各業務の未実施 

・業務の疎漏による施設・設備の使用不能、重大な事故の発生 

・災害等発生時の自動火災報知設備や消防設備等の未稼働 

・停電、断線等の放置 

・エレベーターの全面停止状態の放置 

(注意)事象例は例示であり、これら以外の状況でも、施設・設備の利用者が、施

設・設備を利用する上で明らかに重大な事象であると判断される状況を含めるもの

とする。 

・重大な事象以外の事象 

 重大な事象以外の事象とは、重大な事象を除いた水準未達成の場合すべてをい

う。 

（２）改善要求 

ア 業務改善計画書の作成 

 本市は、本件業務が要求水準を満たしていないことが確認された場合には、受注

者に直ちに適切な措置を行うよう改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧

がなされない場合には、改善勧告を行い、受注者に業務改善計画書の提出を求め

る。なお、業務不履行のうち、重大な事象については、直ちに改善勧告を行い受注

者に改善計画書の提出を求めるものとする。受注者は定められた期間内に改善策、

改善期限等を記載した改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を受ける。 

 受注者が提出した業務改善計画書の内容が、要求水準を満たしていない状態を改

善・復旧することが可能なものであることが認められない場合には、業務改善計画
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書の変更、再提出を求めることができる。 

イ 改善措置の実施 

 受注者は、承認を得た改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、その結果

を事業担当者に報告する。ただし、改善期限を過ぎた後も、改善・復旧を確認する

ことができない場合には、本市は、再度、改善要求を行うことができる。 

ウ 緊急対応措置 

 当該業務水準未達成の認定・報告・勧告・改善等に緊急を要し、かつ応急措置を

行うことが合理的と判断される場合は、受注者自らの責任において、直ちに適切な

応急措置を実施することができる。 

（３）委託料の減額 

ア 減額の事象となる事態 

 受注者が実施する業務が要求水準を満たしていないことを確認した場合には、改

善指示書を発行し、受注者に改善要求を行う。その結果、改善指示書に基づく改

善・復旧がなされていない場合には、改善勧告を行うと同時に減点ポイントを計上

する。なお、重大な事象については、直ちに減点ポイントを計上する。減点ポイン

トを合算し、一定水準に達した場合には、委託費の減額を行う。 

イ 減点ポイントを計上しない場合 

 受注者の責めによらない、やむを得ない原因であったと客観的に認めうる場合

で、かつ客観的に見て迅速に的確に対応を施したにも関わらず、減点の対象となる

事態が生じた場合には、減点ポイントを計上しない。 

ウ 契約解除 

 受注者が改善措置を講じない場合や今後も改善が見込まれないと判断される場

合、市民サービスの低下をきたしており、市民の信頼回復が困難と判断した場合に

は、本契約を解除することができる。 

（４）履行水準 

評価項目 履行水準(チェック項目) 

提出書類 ・各種提出書類、報告書等が指定期日までに提出されてい

る。 

・提出された書類に、未記載、誤りなどがなく、必要な事

項が適切に記載されている。 

業務実施体制 ・事業計画等に即し、人員を過不足なく配置している。 

・従事者への管理監督体制・責任体制が確保されている。 

・必要な資格、経験等を有する人員が確保されている。 

・法令、条例等に基づき、業務を実施している。 

・各書類や帳票等について、保管場所が定められており、

整理されている。 

・本市に対し、各種報告を適切に行っている。 

・事故、災害等の緊急時の連絡体制が確保されている。 

・緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練等を行っ

ている。 

業務実施内容・水準 ・利用者に対する接遇や、要望・苦情への対応が適切に実
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施されている。 

・要望・苦情等を整理し、本市に遅滞なく報告している。 

・事業計画書等に即し、受注業務を実施している。 

・事業実施内容がサービス水準の向上に寄与している。 

 

（５）減点ポイント及び加点ポイント 

状況 減点ポイント 加点ポイント 

重大な事象が発生した場合 －２ポイント 

(項目ごと) 
 

重大な事象以外の事象が発生した場合(確保すべき

水準未達成) 

－１ポイント 

(項目ごと) 
 

業務改善計画書に基づき、直ちに業務改善がなさ

れた場合 
 

＋１ポイント 

(項目ごと) 

履行水準において、項目単位で「不可」がある場

合(年次) 

－２ポイント 

(項目ごと) 
 

不測の事態に対してその影響を最小限に食い止め

た場合 
 

＋１ポイント 

(１件ごと) 
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第４章 特記仕様書 

 

１ 保守点検等に係る対象業務 

保守点検等に係る対象業務は次のとおりとする。 

（１）自家用電気工作物保守点検業務 

（２）空調設備保守点検業務 

（３）受水槽等保守点検業務 

（４）中水槽等保守点検業務 

（５）雑排水槽等保守点検業務 

（６）浄化槽保守点検業務 

（７）グリストラップ等清掃業務 

（８）換気設備等清掃業務 

（９）消防用設備保守点検業務 

（10）自動ドア設備保守点検業務 

（11）シャッター保守点検業務 

（12）昇降設備保守点検業務 

（13）プール循環装置保守点検業務 

（14）衛生害虫等防除業務 

（15）建築基準法第 12 条定期点検業務 

①特定建築物等定期点検業務 

②建築設備定期検査業務 

③防火設備定期検査業務 

④外壁調査業務 

（16）屋外遊具及び体育施設等保守点検業務 

（17）その他保守点検等業務 

（18）巡回点検業務 

 

２ 業務の内容 

（１）業務の内容については、仕様書のとおりとする。受注者は、施設管理担当者

と十分に協議し、業務を行うものとする。なお、特記事項（別紙を含む）に記

載がない設備機器付属品等についても、本業務に含めるものとする。 

（２）契約図書と現況が異なる場合は、現況を優先するものとする。 

（３）仕様書に記載がない事項であっても、必要と思われる事項については、佐倉

市と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 

（４）作業の周期及び内容について、仕様書に記載がない場合は、原則として、「建

築保全業務共通仕様書（最新版）」（国土交通省）による。 
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３ 特記事項   

（１）自家用電気工作物保守点検業務 

対象施設 別紙３「自家用電気工作物」のとおり 

業務内容 電気事業法、同施行規則及び保安規程に基づく、電気工作物の維持運

用に関する保安の月次点検及び年次点検等、バッテリー液・軽油など

消耗品の補充、軽微な部品交換等。 

対象機器 ①受電設備 ②変電設備 ③配電設備 ④非常用予備発電装置 

⑤蓄電池設備 ⑥太陽電池発電装置 ⑦絶縁監視装置（設備容量

100kVA を超過する設備に設置すること） ⑧その他電気設備 

作業頻度 

 

①月次点検：毎月（絶縁監視装置設置の場合は原則２か月に１回） 

②年次点検：年１回（月次点検を含む） 

③臨時点検：必要の都度 

④自家発電設備擬似負荷運転試験：年１回 

※小中学校及び幼稚園で停電を伴う点検を行う場合は、原則夏季休業

中に実施する。 

報告書等 契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書及び保安規定

変更届出書を作成し、経済産業省関東東北産業保安監督部長に提出す

る（市庁舎を除く）。また、報告書式の統一をすること。 

資格等 電気事業法施行規則の規定に適合する者 

特記事項 各施設とも年次点検時（停電作業時）には、設備除塵清掃を行う。 

なお、設備特別清掃を必要とする施設は別紙３の「仕様備考」に記載

の通り。また、設備周辺の動線の草刈りを実施する。 

絶縁監視及びデマンド監視を行う場合の設置費用は、受注者の 

負担とする。 

事故発生時の緊急出勤は休日、夜間に関わらず行うものとし、 

これに伴う経費は受注者の負担とする。 

 

（２）空調設備保守点検業務 

対象施設 別紙４「空調設備」のとおり 

業務内容 ①空調設備の保守点検（定期点検、保守点検） 

②フロン排出抑制法（以下「フロン法」という。）に基づく点検（定期

点検） 

※小中学校及び幼稚園の空調設備は、フロン法に基づく点検（定期点

検）と、ＧＨＰ点検を実施する。 

③フロン法に基づく簡易点検 

※別紙２「巡回点検」施設における令和５年度時点に現存する空調設

備を点検対象とする。 

作業項目 点検項目については、原則として、「建築保全業務共通仕様書（最新

版）」（国土交通省）による。 

その他 別紙４備考欄等に記載しているものを除き、エンジンオイル等の定期

部品交換に係る部品代は含まれない。 
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（３）受水槽等保守点検業務 

対象施設 別紙５「受水槽・高架水槽」のとおり 

業務内容 ①水道法、佐倉市小規模水道条例又は建築物の衛生的環境の確保に関

する法律（以下「建築物衛生法」という。）等に基づく受水槽等の点

検及び水質検査 

②水道法等に基づく検査機関による検査 

③設備の維持管理（清掃、動線の除草等） 

④点検時及び必要に応じて塩素の補充 

※小中学校及び幼稚園で断水を伴う清掃等を行う場合は、原則学校休

校時に実施する。 

対象機器 受水槽、高架水槽、給水機器、井戸関連設備 

 

（４）中水槽等保守点検業務 

対象施設 別紙６「中水槽等」のとおり 

業務内容 ①中水槽等の点検及び清掃 

②建築物衛生法に基づく水質検査 

対象機器 中水槽、雨水処理槽、給水機器、井戸ポンプ、その他関連設備 

点検頻度 1 回/年 

 

（５）雑排水槽等保守点検業務 

対象施設 別紙７「雑排水槽等」のとおり 

業務内容 ①雑排水槽等の点検及び清掃（建築物衛生法の対象建築物含む） 

②汚泥引抜及び処理 

対象機器 雑排水槽、排水ポンプ等 

 

（６）浄化槽保守点検業務 

対象施設 別紙８「浄化槽」のとおり 

業務内容 ①浄化槽法等に基づく点検、清掃及び水質検査等 

②浄化槽法に基づく指定検査機関による定期検査 

③汚泥引抜及び処理 

対象機器 合併処理浄化槽等 

 

（７）グリストラップ等清掃業務 

対象施設 別紙９「グリストラップ・ガソリントラップ」のとおり 

業務内容 ①グリストラップ等の清掃 ②汚泥引抜及び処理 ③排水管洗浄等 

対象機器 グリストラップ、ガソリントラップ 

 

（８）換気設備等清掃業務 

対象施設 別紙 10「換気設備等」のとおり 

業務内容 給食室換気設備等の清掃 

対象機器 換気設備等 

 

  



19 
 

（９）消防用設備保守点検業務 

対象施設 別紙 11「消防用設備」のとおり 

業務内容 ①消防法に基づく消防設備等の点検及び結果報告 

②設備等の維持管理（バッテリー液など消耗品の補充、軽微な部品交

換含） 

主な対象

機器 

①消火器具 ②屋内消火栓設備（スプリンクラー兼用施設有） ③自

動火災報知設備 ④ガス漏れ火災警報設備 ⑤非常警報器具及び設備 

⑥誘導灯及び誘導標識 ⑦避難器具 ⑧消防用水  

⑨排煙設備 ⑩連結送水設備 ⑪非常電源 

作業頻度 ①総合点検：年１回 

②機器点検：６か月に１回 

③防火対象物点検：年１回 

資格等 ①消防設備等：消防設備士又は消防設備点検資格者 

②防火対象物：防火対象物点検資格者 

報告書等 消防用設備点検を実施したときは、所定の様式による検査票のほか、

次の資料を提出すること。 

①故障等の不具合箇所を明示した位置図等 

②次年度に交換又は点検を要する設備等（消火器、耐圧ホース等）の

一覧表 

 

（10）自動ドア設備保守点検業務 

対象施設 別紙 12「自動ドア」のとおり 

業務内容 自動ドア設備の保守点検（メーカー点検） 

対象機器 自動ドア設備 

作業項目 点検（外観、機能、作動）、各部の調整及び手入れ 

 

（11）シャッター保守点検業務 

対象施設 別紙 13「シャッター」のとおり 

業務内容 シャッターの保守点検（メーカー点検） 

対象機器 シャッター設備 

作業項目 点検（外観、機能、作動）、各部の調整及び手入れ 
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（12）昇降設備保守点検業務 

対象施設 別紙 14「昇降設備」のとおり 

業務内容 ① エレベーター設備の保守点検（メーカー点検対象施設は別紙 13「備

考」に記載）・原則フルメンテナンス契約とすること。 

②建築基準法に基づく定期検査報告 

③付属機器（防犯カメラ等）の保守点検 

対象機器 ①エレベーター ②エスカレーター ③小荷物専用昇降機 

④車椅子用階段昇降機 

作業項目 １ 点検、整備等 

（１）定期点検 

 ・点検（外観、機能、作動）、清掃及び整備（給油、調整、清掃

等）：月１回（内、専門技術者による巡回点検：年４回） 

・小中学校の小荷物専用昇降機：月１回（８月を除く） 

・車椅子用階段昇降機：年４回 

（２）精密調査、定期整備 

必要に応じて、機器の構成部品の修理、取替え等を実施する。 

（３）法定点検（定期点検） 

建築基準法第１２条に基づく定期点検を行う。 

（４）故障等の対応（エレベーター、エスカレーター） 

２４時間出動体制をとり、事故や故障等が生じた場合は、速やか

に専門技術者を現地に派遣し、適切な措置をとること。 

（５）その他 

防犯カメラ等の機器（ＪＲ佐倉駅自由通路）の保守点検を行う。 

２ 遠隔監視、直接通話サービス 

（１）監視装置から異常通報が発生したときは、適切な処理をするこ

と。 

（２）エレベーターにおける閉じ込め等の故障時には、エレベーター

かご内と受注者との間で直接通話し、適切な対応を行うこと。 

資格等 建築基準法に基づく定期検査報告：一級建築士、二級建築士、昇降機

検査資格者および建築基準法第１２条第３項及び第４項に規定する資

格を有する者 
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（13）プール循環装置保守点検業務 

対象施設 別紙 15「プール循環装置」のとおり 

業務内容 プール循環装置、付属機器等の定期保守点検及び緊急時点検 

対象機器 プール循環設備 

作業項目 １ 回数等 

（１）定期保守点検：年２回（使用開始直前、使用終了時） 

（２）緊急時点検：突発的な不具合が生じた時の応急対応措置 

２ 主な作業内容 

（１）汚れ等がある部品又は点検部の清掃  

（２）取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

（３）ボルト、ナット等に緩みがある場合の増し締め 

（４）下記消耗品の交換又は補充 

・潤滑油、グリス、充填油等 ・ランプ類、ヒューズ類 

   ・パッキン、ガスケット、Ｏリング類 ・精製水 

（５）接触部分、回転部分等への注油 

（６）軽微な損傷がある部分の補修 

（７）軽易な作業（タッチペイントによる塗装等） 

（８）学校関係者への運転指導（定期点検１回目） 

 

（14）衛生害虫等防除業務 

対象施設 別紙 16「衛生害虫等防除」のとおり 

業務内容 ネズミ及び昆虫等の衛生害虫等の防除、生育調査 

その他 「佐倉市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本指

針」を遵守すること。なお、使用薬剤については、各施設と協議の

上、決定する。 

 

（15）建築基準法第 12 条定期点検業務 

対象施設 別紙 17「建築基準法第 12 条定期点検」のとおり 

業務内容 建築基準法施行令第 16 条及び佐倉市建築基準法施行細則第 16 条に規

定する用途で延べ面積が 100 ㎡以上の建築物並びに建築基準法第２条

に規定する居室を有する建築物で本市が指定する建築物について、建

築基準法第 12 条第２項及び第４項に基づく建築物及び建築設備等の点

検等、及びタイル外壁調査業務（１回／１０年） 

作業項目 国土交通省告示様式に基づき、建築物は「調査結果表」、建築設備及び

防火設備は「検査結果表」に掲げられた点検とする。なお、「検査結果

図」には、建築設備の点検結果等についても記載する。 

資格 一級建築士、二級建築士、建築基準法第１２条各項に規定する資格を

有するもの 

その他 夏季休業中や夜間等、利用者の安全確保に配慮した作業日程とする。 
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（16）屋外遊具及び体育施設保守点検業務 

対象施設 別紙 18「屋外遊具及び体育施設保守点検業務」のとおり 

業務内容 （１）屋外遊具及び体育施設の定期保守点検及び緊急時点検。 
（２）屋外遊具及び体育施設の点検結果報告書の作成。 

作業項目 １ 回数等 

（１）定期保守点検：年１回 

（２）緊急時点検：突発的な不具合が生じた時の応急対応措置 

２ 汚れ等がある部品又は点検部の清掃 

３ 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

４ ボルト、ナット等に緩みがある場合の増し締め 

５ 接触部分、回転部分等への注油 

６ 軽微な損傷がある部分の補修 

その他 点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等（これには、国土

交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」の最新版及

びその別編を含む。）に準じ、業務の円滑な遂行を図ること。 

 

（17）その他保守点検等業務 

対象施設 別紙 19「その他保守点検等」のとおり 

対象業務 ①建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理技術者の選任、空気環境

測定等 

②各種設備の保守点検（給湯ボイラー、風呂ろ過装置、舞台照明設備

等） 

③保守管理人の常駐業務（美術館、市役所庁舎） 

④非構造部材点検（小学校、中学校、幼稚園） 

常駐業務

の内容 

常駐の保守管理人（各施設１人）による、施設設備の巡回点検等（資

格要件なし）。 

１ 美術館 

（１）業務時間 

午前８時 30 分～午後６時 30 分 

（年末年始の休館日を除く） 

（２）業務内容 

①空調設備運転監視及び中央監視盤の監視 

  ②館内巡回 ③警告灯点灯時の現場確認及び現場復旧 

  ④館内設備の簡易な修繕等 ⑤施錠管理 ⑥日常水質検査 

⑦変電室高圧コンデンサの稼働確認及び復旧 

⑧カフェ、自動販売機の電気メーター検針（１回／毎月初） 

⑨冷温水発生機の汚水排除量メーター検針（１回／毎月初） 

（３）その他 

業務の実施にあたり、警備員室の利用を可とする。 

 

２ 市役所庁舎 

（１）業務時間 

  午前８時 30 分～午後５時 15 分（閉庁日を除く） 

（２）日常業務 
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①検針、計測 

・水道水水質検査（１回／日） 

・水道メーター検針（１回／日） 

・受電設備計測（５回程度／日） 

・ガスメーター検針（１回／日） 

②空調機運転（運転・停止）管理（空調機運転期間中毎日） 

③設備修繕等（随時） 

・蛍光灯等の交換 ・庁内設備の簡易な修繕等 

・給排水管詰まり対応 ・庁舎敷地内の植栽等管理 

・庁舎駐車場内の路面補修等・執務室内配線整理 

④庁内巡回（２回程度／日） 

⑤不具合等の対応（随時） 

（３）定期業務 

①料金徴収用電気メーター検針（１回／月） 

②点検・清掃 

・受水施設点検・清掃（第１火曜日） 

・屋上点検・清掃（第２火曜日） 

・自動ドア点検・清掃（第３火曜日） 

・植栽管理、側溝清掃（随時） 

③設備管理等 

・外灯タイマー設定（２回／年） 

  ④議会棟第１～第４委員会室、全員協議会室空調のシーズンイ

ン・オフ時の稼働確認。（２回／年） 

（４）その他 

業務の全体管理及び市役所庁舎管理に係る業務の実施にあたり、

市役所庁舎１号館地下の執務スペース（約７㎡）の利用を可とす

る。 

※この他、市役所庁舎においては、電気工事士の資格を要する簡易な

電気工事（コンセント交換、安定器の交換等）について随時対応を

行う。 

非構造部

材点検の

内容 

① 「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（平成２７年３月改

訂版）（以下「ガイドブック」という。）」５章の「点検チェックリス

ト及び解説 –学校設置者編- 」に基づき、小学校、中学校、幼稚園

の非構造部材の点検（以下「点検」という。）を行う。 

②点検の実施は３年に１回とする。 

③点検結果は、以下の書類の提出により本市に報告する。 

・点検チェックリスト（本市が指定する様式） 

・点検箇所を示す位置図 

・見つかった異常部分の写真及び説明 
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（18）巡回点検業務 

対象施設 別紙２「巡回点検」とおり 

業務内容 対象施設の設備及び建築物の外観等について、状況を把握、認識し、本

業務を効果的かつ効率的に遂行するため、各施設を巡回し、施設職員等

から本業務対象施設の建築物及び設備等に関する不具合についての聞き

取りや現地調査等を行う。具体的な手順、回数、方法等については事業

者の提案による。また、軽易な作業で対応できる不具合等は、その場で

対応する。 

対応時間は、土、日、祝祭日、年末年始（12/31～1/3）、休館日を除き、

平日の午前 9 時 00 分から午後 5時 00 分までの時間内に対応する。 

本市の都合により立ち入ることができなかった箇所の点検については、

翌月以降に実施するものとする。 

作業は安全性が確保された部位・設備に限り、危険箇所での作業の実施

内容については、本市と受注者が協議の上決定する。 

その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定める。 

 

主な管理

内容 

１ 共用部照明設備外観目視点検（１回／６月 以上） 

２ 空冷エアコン外観目視点検（１回／６月 以上） 

３ 給排気ファン(V ベルト付)外観目視点検、グリスアップ（１回／６

月 程度） 

４ 給水ポンプ運転確認、排水ポンプ運転確認（１回／６月 以上） 

５ 受水槽、高架水槽外観目視点検（１回／６月 以上） 

  ※塩素の補充等 

６ 排水桝外観目視点検（１回／年 程度） 

７ 電気温水器外観目視点検（１回／６月 程度） 

８ 衛生器具状態点検（１回／６月 以上） 

９ 消火栓ポンプ、制御盤外観目視点検（１回／６月 以上） 

10 自動火災報知機盤、防火防排煙盤の外観目視点検（１回／６月 以

上） 

11 ルーフドレン点検（１回／６月 以上） 

12 屋上防水目視点検（１回／６月 以上） 

13 外壁外観目視点検（１回／６月 以上） 

14 不具合対応、緊急対応、小修繕、機能回復 など（随時） 

15 改正フロン法に伴う簡易点検（１回／３月 程度） 

16 小学校グラウンドの管理人室の点検（１回／６月 以上） 

17 設備機器リスト作成補助（随時） 

 


